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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月12日(2012.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御基板を内部に収容する基板ボックスが、間にスペーサを介装するようにして遊技機
の裏面側に連結固定され、
　前記スペーサが、前後方向に移動し得るように遊技機の裏面側に支持され、
　前記基板ボックスが、前記スペーサからは独立して遊技機の裏面側に回動可能に支持さ
れ、
　前記基板ボックスを回動させて開放した状態でスペーサが前後方向に移動し得るように
なっていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記スペーサが、後方に移動した状態で回転可能に支持されていることを特徴とする請
求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記スペーサが、重心よりも後下方で遊技盤に平行な水平軸まわりに回転可能に支持さ
れていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遊技機。
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